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令和６年度社会福祉法人指導監査の実施状況 

 

法人名・施設名 社会福祉法人柿木村福祉会 

監 査 の 種 類 社会福祉法人指導監査 

監 査 実 施 日 令和６年１０月４日 

実地・書面の別 実地 

監 査 担 当 課 鳥取県福祉保健部 ささえあい福祉局 福祉監査指導課 

 

総評 

・ 理事会の決議を要するものについて適切に決議を受けること。 

・ 評議員会の議事録について、出席した理事又は監事の氏名を記載すること 

 

文書指摘事項 是正・改善状況報告 

１ 評議員会の議事録について、評議員会に出席

した理事又は監事の氏名が記載されていなか

った。 

ついては、評議員会の議事録については、評

議員会に出席した理事又は監事の氏名を記載

すること。 

（法第45条の11、規則第２条の15） 

 

２ 令 和 ５ 年 ６ 月 に 行 わ れ た 理 事 か ら の

1,500,000円の借入について、貴法人の定款施

行細則において金銭の借入は理事会の議決事

項とされているが、理事会の承認を受けていな

かった。また、令和５年12月及び令和６年６月

に行われた理事からの1,500,000円の借入につ

いては、令和６年８月の理事会で事後に承認決

議を受けていた。 

ついては、定款細則の規定により、金銭の借

入は事前に理事会の承認を受けること。併せ

て、理事会未承認の理事からの借入について

は、当該借入及び利益相反取引の適否について

理事会の承認を受けること。 

なお、当該承認の決議に特別の利害関係を有

する理事は、当該議決に参加できないことに留

意すること。 

（法第45条の14第５項、第45条の16第４項に

おいて準用する一般法人法第84条）（定款細則

第19条） 

 

 


